
【保険証を提示されずに自費診療をうけられる患者様へのお知らせ】 

 

 

保険証を提示されずに自費診療を受けられる場合は、以下のいずれかの書類に

て本人・ご住所を確認の上に受付手続きを行います。 

以下の書類のいずれかを必ずご提示の上、ご来院ください。 

 

・運転免許証 

・住民基本台帳カード（写真付き） 

・身体障がい者手帳（写真付き） 

・パスポート（有効期限内のもの） 

・学生証（写真付き） 

・会社の身分証明書・社員証（写真付き） 

・身分証明書（写真付き、官公庁発行、独立行政法人発行） 

・年金手手帳または年金証書（国民年金・厚生年金・船員保険・共済年金） 

・マイナンバー（個人番号）カード 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

医療法人セントラルアイクリニック 


